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平成22年（2010年）から令和4年（2022年）までの間で、本県の健康寿命は延伸しており、令和4年
（2022年）の健康寿命は、男性72.96年（全国72.57年）、女性75.89年（全国75.45年）と全国を上
回る数値となっています。
県の健康増進計画「健康ちば21（第3次）」では、自ら健康づくりに積極的に取り組む者だけではな
く、健康に関心の薄い者を含む幅広い層に対してアプローチを行うことが重要としており、誰もが無理なく
自然に健康な行動を取ることができるような環境整備を進めていく必要があります。
また、高齢化の進行により、今後、更なる社会保障費の増大が見込まれる中、病気になってから治療を行
うのではなく、病気にかからないよう対策を行う予防医療の推進が重要です。
がん・心疾患・脳血管疾患等の生活習慣病は、その原因に食生活等の生活習慣が関与していることが分
かっています。また、40歳代から増え始め50歳代で急激に増える傾向にあり、本県でも高齢化に伴い、こ
れらの生活習慣病患者が増加しています。
このため、生活習慣病の発症予防と重症化予防のため、小児期からの望ましい生活習慣の獲得など、ラ
イフステージに応じた対策を進めるとともに、介護を要する主な要因である脳血管疾患や運動器の障害を
予防する必要があります。
県民の死亡原因の第1位であるがんは、予防と早期発見・早期治療が重要であることから、がん検診の
受診率60%を目標に、受診率の向上を図るとともに、がん診療連携拠点病院※及び千葉県がん診療連携
協力病院※を中心に、県民がどこに住んでいても、質の高い医療をはじめ、医療に関する情報提供やきめ細
やかな相談支援が受けられる体制を整備する必要があります。加えて、がん対策を推進するためには、正確
ながんの実態把握が必要であり、その中心的な役割を果たすがん登録を確実に推進していくことが求めら
れています。
こころの健康づくりについては、多様な主体による取組により、社会とつながるための社会活動への参加

を促進し、個人を取り巻く社会環境の質の向上を図ることが重要です。
県の自殺者数は、平成24年（2012年）以降減少傾向にありますが、依然として年1,000人前後の方が
亡くなっています。特に、若年層の死因で自殺が最も多く、また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大下
に女性の自殺死亡者が増加し、現在は減少傾向にあるものの依然として高い水準にあることから、若年層
や女性に対する総合的な自殺対策や支援強化を図る必要があります。
ひきこもりについては、人数の増加がみられるほか、その状態が長期間にわたり、本人とその親が共に高
齢化する「8050問題」などが生じており、本人だけでなく、その家族も含めた対応が必要になります。

県民一人ひとりが健康状態に応じて生き生きと生活できるよう、「健康ちば21（第3次）」も踏まえなが
ら、個人のみでなく、生活背景である家庭・職場・地域にも視点を置いた生活習慣病対策を推進し、地域の
特性に応じた健康づくり施策を支援するとともに、生活習慣病が重症化すると、ＱＯＬ※（生活の質）の著し
い低下を招き健康寿命にも影響することから、重要課題として重症化の予防対策を進めます。
また、ＣＫＤ（慢性腎臓病）対策やＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）※対策に取り組むとともに、要支援・
要介護状態とならないようロコモティブシンドローム（運動器症候群）※やオーラルフレイル（口腔機能の虚
弱）※等の予防について、普及啓発を図り、高齢になっても健康に過ごせる環境づくりを推進します。
さらに、県民ががんに関する正しい知識を持ち、がんの予防や早期発見につながるよう努めるとともに、がん
患者とその家族の生活の質の維持向上が図られるよう、総合的かつ計画的ながん対策の推進を図ります。
こころの健康づくりについては、県民の不安や悩みを軽減できるよう支援を行い、ひきこもり対策について
は、本人や家族に対する支援を進めます。
自殺対策については、孤独・孤立対策の視点を組み入れながら、相談支援機関相互間の連携体制の構
築・強化に努め、自殺予防のための体制づくりを推進します。

生涯を通じた健康づくりと予防医療の推進
 III－１－ ②

全ての県民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な
社会の実現に向け、個人の行動と健康状態の改善に加え、

個人を取り巻く社会環境の整備や改善を通じて、
健康寿命の延伸と健康格差の縮小に取り組みます。

目標 Goal
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県民の高齢化、生活習慣病の増加などにより、医療費の増加が見込
まれる中、県民の健康づくりを効果的に進めるため、県民一人ひとりの
健康づくりに関する主体的な取組や予防接種を受けやすい環境の整備
を行うとともに、働く世代の健康づくりを支援するため、健康な職場づ
くりを推進します。
また、県内の健康・福祉情報や、出生・死亡等の人口動態をはじめ、
病気の罹患や介護に関する情報などを整理し、県民に分かりやすく発信
するとともに、市町村等の健康づくりに係る施策立案・評価の基礎とす
るため、健診結果の活用、統計データの整理・分析などを行います。
さらに、市町村や関係団体、企業等と連携した食育の推進や適切に
栄養管理された給食の提供推進など食の環境整備を進め、ライフス
テージの課題に対応した望ましい食生活習慣の普及を図るとともに、
市町村歯科健康診査（検診）の実績を調査・分析し、効果的な取組等
について助言を行うなど、市町村等の歯・口腔保健＊の取組を支援して
いきます。

III－１－②－1 県民主体の健康づくりの推進

新成人等への喫煙防止啓発パンフレット

元気ちば！健康チャレンジ事業ポスター

コラムちば

かかりつけ医を
もちましょう
　かかりつけ医とは、健康に関する
ことをなんでも相談できる上、最新
の医療情報を熟知して、必要な時には専門的な医療
機関等を紹介してくれる医師のことです。
　日常の健康管理がしやすくなり、必要なときに専
門医療へスムーズにつながることができることから、
かかりつけ医をもつと安心です。

コラムちば

オーラルフレイル
　口腔機能の軽微な衰えが始まった状態を指す言葉で、「口腔機能の虚弱」とも訳され
ます。これは、口の機能の健康な状態と口腔機能障害との間にある状態のことです。
　口腔機能の低下は、全身の虚弱（フレイル）につながることから、口腔機能の衰えを
自覚しやすくなる中年期から、定期的な歯科検診や、舌や口の体操などにより、咀嚼や
嚥下、会話等の口腔機能の維持・向上を図ることが重要です。

コラムちば

介護テクノロジー
　介護現場では、高齢者の自立支援や介護者の負担軽減などを目的とし、ロボット、
ＩＣＴやＩｏＴ、ＡＩなどのテクノロジーの活用が広がっています。
　例えば、体調や介護の記録を共有できる介護ソフト、健康状態の見守りや転倒予防の
ためのセンサー、移動や入浴を補助するロボットなどが導入されています。
　こうした技術の活用によって、業務の効率化や職員の負担軽減が図られるとともに、介護サービスの
質の向上につながることが期待されることから、県では、介護ロボットやＩＣＴ機器等の介護テクノロ
ジーの導入や有効活用に向けた支援を行っています。

コラムちば

依存症対策の推進
　アルコールやギャンブルなどの依存
症は、早期の支援や適切な治療により
回復が期待できる一方、本人が依存症
であるという認識を持ちにくく、必要な治療や支援を
受けられていない人が多いという課題があります。
　また、近年、オンラインカジノやゲーム障害など、
新たな依存の問題が顕在化しています。
　県では、医療機関や自助グループなどの関係機関と
連携し、普及啓発、適切な治療及び回復支援、再発防
止等、切れ目のない支援体制の構築を推進します。

コラムちば

こどもまんなか社会
　こどもまんなか社会とは、全てのこどもが健やかに育ち、自分らしく生きられる社会を
目指す理念です。
　令和5年（2023年）に設立されたこども家庭庁が中心となり、こども基本法に基づく
「こども大綱」で初めて明確に示されました。
　こどもを権利の主体として尊重し、政策にその声を反映させることで、家庭・学校・
地域が連携しながら、こどものウェルビーイングを支える社会の実現を目指しています。

コラムちば

男性の育児休業取得促進

コラムちば

　近年、児童相談所における虐待相
談対応件数の増加や事案の複雑・多
様化等により、職員の負担が大きく
なっています。
　また、児童相談所1か所当たりの
管轄人口が全国平均を大きく上回っていることか
ら、管轄区域の見直しが求められています。
　県では、このような状況を踏まえ、印旛郡市を管
轄する印旛児童相談所（予定）と、松戸市・鎌ケ谷
市を管轄する松戸児童相談所（予定）の令和8年度
（2026 年度）中の新設整備を進めています。
　児童相談所の新設により、職員の負担軽減や適切
な虐待対応の実施、市町村との連携強化、相談者の
利便性向上、一時保護所の改善等を図ります。

　男性の育児休業取得率は、制度を利用しづらい職場
の雰囲気等が影響し、長年低迷していましたが、近年
は、制度や社会的認識の変化等により、取得率が急速
に上昇しています。
　企業の男性労働者の育児休業取得率等の公表義務に
ついて、令和7年（2025年）4月から対象が拡大し、
300人超の企業も対象になるなど、ジェンダー平等や
少子化対策の推進に向けた取組が広がっています。

コラムちば

若者の仲間づくり支援事業
（ミラチバプロジェクト）

コラムちば

ＳＴＥＡＭ教育
　「ＳＴＥＡＭ教育」とは、科学・
技術・工学・芸術・数学の各教科で
の学習を、実社会での問題発見・解決に生かしていく
ため、それぞれ単独ではなく教科等横断的な学びを推
進する教育です。
　様々な分野が複雑に関係する現代社会において、新
たな価値を創造し、社会の担い手となる人材を育成す
る上で非常に重要であると捉えており、各学校におけ
るＳＴＥＡＭ教育の推進に努めていきます。

コラムちば

部活動の地域展開
　こどもたちのスポーツ・文化芸術活動は、学校部活動がこれまで大
きな役割を担ってきました。一方で、今後は少子化等により、学校部
活動の活動維持が困難となっていくと言われています。
　国は、地域人材の協力を得て、地域のスポーツ・文化芸術活動として
活動する方針を示しています。県では、学校と地域が連携しながら、当該地域の課題やニーズに応じ、
望ましいスポーツ・文化芸術活動の在り方が創出されるよう、多面的にサポートをしていきます。

コラムちば

青少年相談員
　青少年相談員は千葉県独自の制度で、次代を
担う青少年を地域で守り育てるという理念のも
と、地域の青少年健全育成のリーダー的存在と
して、昭和38年（1963年）10月に設置されま
した。
　青少年の相談に応じて指導助言を行うほか、
各種スポーツや野外活動並びに文化活動を通し
た体験学習等の企画・運営を中心に、県内各地
で地域の特色を生かした様々な青少
年健全育成活動を展開しています。
青少年相談員：https://www.pref.chiba.lg.jp/
kkbunka/kenzenikusei/soudan/soudanin.html

コラムちば

ＤＸを活用したこどもの居場所づくり
 インターネット上に作られた仮想空間であるメタバースは、自分の分身となるアバ
ターを介して、コミュニケーションを取ることや、擬似体験を行うことができる
ため、対人関係での不安を和らげ、自発的な交流を促す効果が期待できます。
　県では、不登校の児童生徒のメタバース上での交流の場として「放課後メタ
バースちば～こさぽんの家～」を開設しました。思い思いのアバターを使って、
自分の気持ちを表現したり、好きなことや興味のあることで仲間とつながったり
するなど、安心して過ごせる場所となるよう取り組んでいきます。

資料：千葉県「働きやすい職場環境づくり取組状況調査報告書」

児童相談所の新設

　若者の仲間づくり支援事業（ミラチバプロジェクト）は、官民連携により、若者の
出会いや繋がりを県全体で応援していく取組です。
　この取組の一環として、若者同士が趣味や関心でつながる「部活動」のような地域
密着型のコミュニティ「ちば部」を発足しました。「ちば部」の中に様々な部活動チー
ムを立ち上げ、チームごとの交流イベントの中で若者の仲間づくりを応援します。

自然に健康になれる環境づくりの取組の推進

市町村と連携した県民の主体的な
健康づくりの推進

ライフステージに応じたスポーツ習慣の
定着と健康の増進（再掲）

たばこ対策の推進

予防接種への支援

地域における健康課題を示す
各種統計情報の提供

食育の推進など食を通じた健康づくり

県民に向けた健康づくり情報の発信

かかりつけ歯科医の周知・定着促進

第
III
項
　
超
高
齢
化
時
代
に
対
応
し
た
医
療
・
福
祉
の
充
実

政
策
分
野
III-1
医
療
提
供
体
制
の
充
実
と
健
康
寿
命
の
延
伸

第
3
編
　
実
施
計
画
編

第
1
章
　
重
点
的
な
施
策
・
取
組
　



224 225

第
１
編

用
語
解
説

第
２
編

指
標
一
覧

第
３
編

参
考
資
料

県民の高齢化、生活習慣病の増加などにより、医療費の増加が見込
まれる中、県民の健康づくりを効果的に進めるため、県民一人ひとりの
健康づくりに関する主体的な取組や予防接種を受けやすい環境の整備
を行うとともに、働く世代の健康づくりを支援するため、健康な職場づ
くりを推進します。
また、県内の健康・福祉情報や、出生・死亡等の人口動態をはじめ、
病気の罹患や介護に関する情報などを整理し、県民に分かりやすく発信
するとともに、市町村等の健康づくりに係る施策立案・評価の基礎とす
るため、健診結果の活用、統計データの整理・分析などを行います。
さらに、市町村や関係団体、企業等と連携した食育の推進や適切に
栄養管理された給食の提供推進など食の環境整備を進め、ライフス
テージの課題に対応した望ましい食生活習慣の普及を図るとともに、
市町村歯科健康診査（検診）の実績を調査・分析し、効果的な取組等
について助言を行うなど、市町村等の歯・口腔保健＊の取組を支援して
いきます。

III－１－②－1 県民主体の健康づくりの推進

新成人等への喫煙防止啓発パンフレット

元気ちば！健康チャレンジ事業ポスター

コラムちば

かかりつけ医を
もちましょう
　かかりつけ医とは、健康に関する
ことをなんでも相談できる上、最新
の医療情報を熟知して、必要な時には専門的な医療
機関等を紹介してくれる医師のことです。
　日常の健康管理がしやすくなり、必要なときに専
門医療へスムーズにつながることができることから、
かかりつけ医をもつと安心です。

コラムちば

オーラルフレイル
　口腔機能の軽微な衰えが始まった状態を指す言葉で、「口腔機能の虚弱」とも訳され
ます。これは、口の機能の健康な状態と口腔機能障害との間にある状態のことです。
　口腔機能の低下は、全身の虚弱（フレイル）につながることから、口腔機能の衰えを
自覚しやすくなる中年期から、定期的な歯科検診や、舌や口の体操などにより、咀嚼や
嚥下、会話等の口腔機能の維持・向上を図ることが重要です。

コラムちば

介護テクノロジー
　介護現場では、高齢者の自立支援や介護者の負担軽減などを目的とし、ロボット、
ＩＣＴやＩｏＴ、ＡＩなどのテクノロジーの活用が広がっています。
　例えば、体調や介護の記録を共有できる介護ソフト、健康状態の見守りや転倒予防の
ためのセンサー、移動や入浴を補助するロボットなどが導入されています。
　こうした技術の活用によって、業務の効率化や職員の負担軽減が図られるとともに、介護サービスの
質の向上につながることが期待されることから、県では、介護ロボットやＩＣＴ機器等の介護テクノロ
ジーの導入や有効活用に向けた支援を行っています。

コラムちば

依存症対策の推進
　アルコールやギャンブルなどの依存
症は、早期の支援や適切な治療により
回復が期待できる一方、本人が依存症
であるという認識を持ちにくく、必要な治療や支援を
受けられていない人が多いという課題があります。
　また、近年、オンラインカジノやゲーム障害など、
新たな依存の問題が顕在化しています。
　県では、医療機関や自助グループなどの関係機関と
連携し、普及啓発、適切な治療及び回復支援、再発防
止等、切れ目のない支援体制の構築を推進します。

コラムちば

こどもまんなか社会
　こどもまんなか社会とは、全てのこどもが健やかに育ち、自分らしく生きられる社会を
目指す理念です。
　令和5年（2023年）に設立されたこども家庭庁が中心となり、こども基本法に基づく
「こども大綱」で初めて明確に示されました。
　こどもを権利の主体として尊重し、政策にその声を反映させることで、家庭・学校・
地域が連携しながら、こどものウェルビーイングを支える社会の実現を目指しています。

コラムちば

男性の育児休業取得促進

コラムちば

　近年、児童相談所における虐待相
談対応件数の増加や事案の複雑・多
様化等により、職員の負担が大きく
なっています。
　また、児童相談所1か所当たりの
管轄人口が全国平均を大きく上回っていることか
ら、管轄区域の見直しが求められています。
　県では、このような状況を踏まえ、印旛郡市を管
轄する印旛児童相談所（予定）と、松戸市・鎌ケ谷
市を管轄する松戸児童相談所（予定）の令和8年度
（2026 年度）中の新設整備を進めています。
　児童相談所の新設により、職員の負担軽減や適切
な虐待対応の実施、市町村との連携強化、相談者の
利便性向上、一時保護所の改善等を図ります。

　男性の育児休業取得率は、制度を利用しづらい職場
の雰囲気等が影響し、長年低迷していましたが、近年
は、制度や社会的認識の変化等により、取得率が急速
に上昇しています。
　企業の男性労働者の育児休業取得率等の公表義務に
ついて、令和7年（2025年）4月から対象が拡大し、
300人超の企業も対象になるなど、ジェンダー平等や
少子化対策の推進に向けた取組が広がっています。

コラムちば

若者の仲間づくり支援事業
（ミラチバプロジェクト）

コラムちば

ＳＴＥＡＭ教育
　「ＳＴＥＡＭ教育」とは、科学・
技術・工学・芸術・数学の各教科で
の学習を、実社会での問題発見・解決に生かしていく
ため、それぞれ単独ではなく教科等横断的な学びを推
進する教育です。
　様々な分野が複雑に関係する現代社会において、新
たな価値を創造し、社会の担い手となる人材を育成す
る上で非常に重要であると捉えており、各学校におけ
るＳＴＥＡＭ教育の推進に努めていきます。

コラムちば

部活動の地域展開
　こどもたちのスポーツ・文化芸術活動は、学校部活動がこれまで大
きな役割を担ってきました。一方で、今後は少子化等により、学校部
活動の活動維持が困難となっていくと言われています。
　国は、地域人材の協力を得て、地域のスポーツ・文化芸術活動として
活動する方針を示しています。県では、学校と地域が連携しながら、当該地域の課題やニーズに応じ、
望ましいスポーツ・文化芸術活動の在り方が創出されるよう、多面的にサポートをしていきます。

コラムちば

青少年相談員
　青少年相談員は千葉県独自の制度で、次代を
担う青少年を地域で守り育てるという理念のも
と、地域の青少年健全育成のリーダー的存在と
して、昭和38年（1963年）10月に設置されま
した。
　青少年の相談に応じて指導助言を行うほか、
各種スポーツや野外活動並びに文化活動を通し
た体験学習等の企画・運営を中心に、県内各地
で地域の特色を生かした様々な青少
年健全育成活動を展開しています。
青少年相談員：https://www.pref.chiba.lg.jp/
kkbunka/kenzenikusei/soudan/soudanin.html

コラムちば

ＤＸを活用したこどもの居場所づくり
 インターネット上に作られた仮想空間であるメタバースは、自分の分身となるアバ
ターを介して、コミュニケーションを取ることや、擬似体験を行うことができる
ため、対人関係での不安を和らげ、自発的な交流を促す効果が期待できます。
　県では、不登校の児童生徒のメタバース上での交流の場として「放課後メタ
バースちば～こさぽんの家～」を開設しました。思い思いのアバターを使って、
自分の気持ちを表現したり、好きなことや興味のあることで仲間とつながったり
するなど、安心して過ごせる場所となるよう取り組んでいきます。

資料：千葉県「働きやすい職場環境づくり取組状況調査報告書」

児童相談所の新設

　若者の仲間づくり支援事業（ミラチバプロジェクト）は、官民連携により、若者の
出会いや繋がりを県全体で応援していく取組です。
　この取組の一環として、若者同士が趣味や関心でつながる「部活動」のような地域
密着型のコミュニティ「ちば部」を発足しました。「ちば部」の中に様々な部活動チー
ムを立ち上げ、チームごとの交流イベントの中で若者の仲間づくりを応援します。

自然に健康になれる環境づくりの取組の推進

市町村と連携した県民の主体的な
健康づくりの推進

ライフステージに応じたスポーツ習慣の
定着と健康の増進（再掲）

たばこ対策の推進

予防接種への支援

地域における健康課題を示す
各種統計情報の提供

食育の推進など食を通じた健康づくり

県民に向けた健康づくり情報の発信

かかりつけ歯科医の周知・定着促進
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がんは昭和57年（1982年）以降、約40年以上、県民の死因の第1位となっており、
4人に1人の方は、がんで亡くなっています。一方で、がん治療技術の進歩により、生存率
は上昇していることから、がん患者とその家族の生活の質の維持向上が図られるよう、
予防から治療後のリハビリまでの、総合的かつ計画的ながん対策を推進します。
特に、がん検診の受診率や精度管理を向上させ、早期発見・早期治療につなげ、がん
の死亡者を更に減少させるとともに、がんになっても住み慣れた地域社会で生活し、
自分らしく生きるための緩和ケア※の推進や、療養や就労などに関する相談支援や
情報提供の充実を図ります。

医療保険者が特定健診・特定保健指導※を円滑に実施し、生活習慣病
の有病者・予備群を減少させることができるよう、県民の主体的な健康づ
くりへの動機付けや効果的な特定健診・特定保健指導を実施するための
環境整備や人材育成について支援します。
また、適正体重の維持、野菜摂取増加や減塩対策等の普及や健康的な
食事を入手しやすい環境づくりを進め、乳幼児期・少年期・青年期・壮年
期・中年期・高齢期における生活習慣病予防及び重症化予防を図ります。
さらに、喫煙は生活習慣病の発症リスクを高める要因の一つとして重大
な影響を及ぼすことから、引き続き、喫煙の健康被害について県民への啓
発を行い、受動喫煙対策も含めたばこ対策の一層の推進を図ります。

III－１－②－2 III－１－②－3生活習慣病の発症予防と
重症化予防対策の推進

総合的ながん対策の推進

リーフレット「CKD（慢性腎臓病）を知っていますか？」

がん予防展

がん検診普及啓発
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生活習慣病予防・重症化予防等のための
情報提供・普及・連携

がんの予防・早期発見の推進

歯周疾患検診等の取組の周知・啓発

市町村と連携した県民の主体的な
健康づくりの推進（再掲）

がん医療提供体制の充実

健康・体力づくりの推進に向けた人材育成

がんとの共生の推進

ロコモティブシンドローム予防のための
普及啓発

がん診療を支える基盤の整備

たばこ対策の推進（再掲）

食育の推進など食を通じた健康づくり
（再掲）
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がんは昭和57年（1982年）以降、約40年以上、県民の死因の第1位となっており、
4人に1人の方は、がんで亡くなっています。一方で、がん治療技術の進歩により、生存率
は上昇していることから、がん患者とその家族の生活の質の維持向上が図られるよう、
予防から治療後のリハビリまでの、総合的かつ計画的ながん対策を推進します。
特に、がん検診の受診率や精度管理を向上させ、早期発見・早期治療につなげ、がん
の死亡者を更に減少させるとともに、がんになっても住み慣れた地域社会で生活し、
自分らしく生きるための緩和ケア※の推進や、療養や就労などに関する相談支援や
情報提供の充実を図ります。

医療保険者が特定健診・特定保健指導※を円滑に実施し、生活習慣病
の有病者・予備群を減少させることができるよう、県民の主体的な健康づ
くりへの動機付けや効果的な特定健診・特定保健指導を実施するための
環境整備や人材育成について支援します。
また、適正体重の維持、野菜摂取増加や減塩対策等の普及や健康的な
食事を入手しやすい環境づくりを進め、乳幼児期・少年期・青年期・壮年
期・中年期・高齢期における生活習慣病予防及び重症化予防を図ります。
さらに、喫煙は生活習慣病の発症リスクを高める要因の一つとして重大
な影響を及ぼすことから、引き続き、喫煙の健康被害について県民への啓
発を行い、受動喫煙対策も含めたばこ対策の一層の推進を図ります。

III－１－②－2 III－１－②－3生活習慣病の発症予防と
重症化予防対策の推進

総合的ながん対策の推進

リーフレット「CKD（慢性腎臓病）を知っていますか？」

がん予防展

がん検診普及啓発
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生活習慣病予防・重症化予防等のための
情報提供・普及・連携

がんの予防・早期発見の推進

歯周疾患検診等の取組の周知・啓発

市町村と連携した県民の主体的な
健康づくりの推進（再掲）

がん医療提供体制の充実

健康・体力づくりの推進に向けた人材育成

がんとの共生の推進

ロコモティブシンドローム予防のための
普及啓発

がん診療を支える基盤の整備

たばこ対策の推進（再掲）

食育の推進など食を通じた健康づくり
（再掲）
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誰もが生き生きと自分らしく生活できるよう、こころの健康を保つためのセルフケ
アの知識について普及啓発を図るとともに、精神保健福祉センターや各保健所にお
いてこころの健康に関する相談支援を実施するなどにより、こころの健康づくりを推
進します。
また、ひきこもり地域支援センターや各保健所における本人や家族等からの相談対応
や、ひきこもり状態にある本人の社会参加の促進などのひきこもり対策を推進します。

若年層や女性など、様々な人に対し総合的な自殺対策を推進するため、相談支援機
関相互間の連携体制の強化や、相談支援者への研修会の開催、健康や経済・生活等
に関する諸問題の相談窓口の周知などに取り組むとともに、地域の実情に応じたきめ
細やかな対策が推進されるよう市町村・関係団体の取組を支援します。

高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けられる地域社会の実現を図ります。
　また、障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築を推進します。

今後、本県の総人口は緩やかな減少を続ける一方で、65歳以上の高齢者は増加を続け、都市部を中心に
75歳以上の高齢者が大幅に増加することや、高齢の一人暮らし又は高齢夫婦のみの世帯が増加することが
見込まれています。
そのような中、地域コミュニティの活力低下等が予想されることから、孤独・孤立を生じさせないために
も、多様な主体が世代や分野を超えてつながり、互いに見守り、支え合う体制づくりや、介護が必要になって
も、安心して自分らしいくらしを続けることができるような地域社会を実現する必要があります。
また、高齢者が生き生きと暮らせるよう、意欲や能力を最大限生かした社会参加や生きがいづくりを促
進するほか、健康づくりや介護予防の推進、重度化防止等の取組が必要です。
さらに、令和12年（2030年）には、高齢者の4.5人に1人が認知症になることが見込まれていることか
ら、認知症の予防に努めるとともに、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、地域で
支える体制の更なる強化が必要です。
加えて、令和22年（2040年）には全ての団塊ジュニア世代が高齢期を迎えることなども見据え、高齢
者が住み慣れた地域で最期まで自分らしく暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステム※を基盤
とした地域共生社会の実現を図るとともに、地域包括ケアシステムを支える人材の確保・育成・定着に向
けた取組及び介護現場の生産性向上が必要です。

III－１－②－4

III－１－②－5

こころの健康づくり・ひきこもり
対策の推進

総合的な自殺対策の推進

　政策分野 III-2　高齢者福祉と障害者福祉の充実

高齢者が住み慣れた地域で個性豊かに生き生きと
安心して暮らし続けられる地域社会の実現を目指します。

高齢者福祉の充実
 III－2－ ①

目標 Goal

自殺予防の啓発冊子「あなたのこころ元気ですか？」

現状と課題

こころの健康づくりの普及啓発

自殺予防に関する普及啓発

こころの健康づくりに関する相談の実施

相談・支援体制の強化

ひきこもりに関する支援の推進

児童生徒の自殺対策の推進（再掲）

不登校児童生徒の状況に応じた
支援の推進（再掲）
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